
奈良高専学寮における新型コロナウイルス感染症対策について（第１１版） 

(２０２３年５月８日より適用) 

寮務主事 

令和5年5月8日から感染症区分を第 5 類へ移行する政府方針を考慮し，学寮での感染症対策を変更いたしま

す。原則，寮生活のしおりに従って学寮を運営しますが，新型コロナ感染症のリスクはまだ完全に終息して

いないことを認識したうえで，状況に応じた適切な行動を心がけてください。 

 
【基本方針】 

◎ 基本的な感染症対策（こまめな手洗い，アルコールによる手指消毒）は継続します。学寮敷地内での

マスクの着用は個人の判断に委ねます。なお，マスクの着脱の考え方には個人により違いがあること

を理解し，お互いを尊重するよう心がけてください。ただし，体調不良など状況によってはマスク着

用をお願いする場合があります。 

◎ 居室は定期的に換気してください。換気の際には窓だけではなく，部屋のドアも少し開けて空気が流

れるように行ってください。 

◎ 発熱，風邪症状など体調不良を感じたら，無理をせず直ちに寮事務室へ連絡してください。 

 

【日常生活】 

◎ 検温： これまで実施していた毎朝の検温報告は必要ありません。ただし，体調不良のときには検温

して寮事務室に連絡してください。 

◎ 食事： ローテーション制と人数制限は撤廃しますが，座席間のパーテーションは継続して設置しま

す。日課表で示されている食事時間帯で，事前に十分に手を洗ってから食堂に入って食事を摂ってく

ださい。換気のため食堂の入口と窓は開放します。 

◎ 談話室の利用： 談話室の利用制限を解除します。寮生活のしおりに記載されたルールに従って運用

しますが，談話室を使用するときには換気をしてください。 

◎ 入浴について： 男女ともローテーション制と人数制限は撤廃します。 

◎ アルバイト： アルバイト願を提出し寮務主事の許可を得る必要があります。寮生活のしおりを参照

してください。 

◎ 門限の変更： 男女とも 21:30 を門限とします。 

◎ 朝点呼の方法： 点呼時間（平日は 7:30，土日祝日は 8:00）の変更はありません。点呼時間には，各

自居室のドアの前で待機してください。 

◎ 夜点呼の方法： 点呼時間（男子：22:00，女子 21:30）の変更ありません。点呼時間には，各自居室の

ドアの前で待機してください。 

◎ 体調不良時の対応： 発熱や咽頭痛，咳等の体調不良がある場合は無理をせず，寮事務室に連絡をして，

休んでください。症状により近隣の医療機関を受診していただきます。なお，37.5℃以上の発熱があ

った場合，または，息苦しさ(呼吸困難)がある場合，強いだるさ(倦怠感)がある場合は，帰省し自 

宅での療養をお願いし，症状が治まるまで自宅待機をお願いすることがあります。帰寮する前には必

ず寮事務室に連絡してください。 

 
この学寮の方針に関しては，5月8日から実施することとします。今後の状況に応じて方針は適宜変更する

場合があります。この件についてご相談やご質問などありましたら，下記寮事務室までお願いいたしま

す。 

奈良高専寮務係 0743-55-6035 


